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8-7  機器引取業者が⾃社引取り分を代⾏⼊⼒して 
引取証明書を発⾏依頼する場合 

及び機器の引取りを再委託(伝票を回付)する場合 
 
 
 
１．機器引取業者がログインして、メインメニューから「引取証明書の写し交付依頼」ボタンを 
    クリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．廃棄者情報と⾏程管理票の伝票番号を⼊⼒します。 廃棄者の事業者コード(Ｈで始まる数字９桁)や 
    ⾏程管理票の伝票番号は、管理者・廃棄者(機器所有者)や、工事元請業者等に事前にご確認ください。 
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３．引取証明書（写）が開きました。 機器引取業者は、⾃社になっています。（⾃社が引取る分のみ 
    依頼出来ます。）⾃社で引取る台数を⼊⼒します。 
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４．内容を確認して「送付」ボタンを押して、管理者へ引取証明書の写しを依頼します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．Ｅ票(写)の交付先一覧には、「交付依頼中」になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．機器引取業者の「引取証明書の写し一覧」には “交付依頼中”と表示されます。 
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７．管理者がログインしてメインメニューから「引取証明書の写し一覧」ボタンをクリックして 
    開きます。 
    【 伝票を開くには、メール添付の URL をクリックするか、または、直接システムにログインして、 
      「引取証明書の写し一覧」ボタンをクリックして開きます。 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．「引取証明書の写し一覧」には機器引取業者が作成した伝票が表示されています。 
    票の「表示(交付先作成)」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



8-7  機器引取業者が⾃社引取り分を代⾏⼊⼒して引取証明書を発⾏依頼する場合 
及び機器の引取りを再委託(伝票を回付)する場合 

5 
 

 
９．機器引取業者が作成した伝票が表示されます。交付先等を確認して「交付年⽉⽇」を⼊⼒します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０．内容を確認して「交付」ボタンを押して、機器引取業者へ交付します。 
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１１．機器引取業者へ交付されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   引取証明書の写し交付先追加    
 
   なお、引取台数が複数ある場合は、「引取証明書の写し交付先追加」ボタンを押すことにより 
   管理者は、新たに機器引取業者を追加することができます。 
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１２．管理者の「引取証明書の写し一覧」には伝票が交付済であることが表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１３．機器引取業者は、「引取証明書の写し一覧」ボタンを押して、伝票を確認することが出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１４．該当する伝票の「表示」をクリックするとその伝票が確認出来ます。 
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１５．伝票の「再委託」ボタンを押すことにより、複数引取った場合の機器を再委託することも 
      出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１６．「再委託」する場合の画面です。 再委託する機器引取業者情報を⼊⼒し、台数、回付年⽉⽇も 
      ⼊⼒して「確認画面」から「回付」します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 


